
Ｓ－ＧＡＰの国際水準ＧＡＰガイドラインへの対応方針（案） 

 

令和６年度末までに国際水準に引き上げ、国のガイドラインに準拠したＳ－ＧＡＰver.４を策定する。 

Ｓ－ＧＡＰver.３．２は廃止する。 
 
 ・県内部指導用として、現行基準のＳ－ＧＡＰ農場評価制度は存続させる。 

 ・県内部指導用として、Ｓ－ＧＡＰスタート宣言（仮称）を運動として展開し、Ｓ－ＧＡＰの取組のすそ野を拡大させる。 
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